
居宅介護⽀援重要事項説明書 
１．事業の⽬的 
  社会福祉法⼈翔寿会（以下「事業者」という）が運営する居宅介護⽀援センター箕望荘（以下「事業所」

という）の指定居宅介護⽀援事業（以下「事業」という）は、要介護者等からの依頼を受けて､⽇常⽣活を
営むために必要な居宅サービスを適切に利⽤できるよう､指定居宅サービス等の種類や内容等の計画を作
成するとともに､計画に基づいたサービスが確保されるよう指定居宅サービス事業者やその他の者との連
絡調整等の便宜の提供を⾏うことを⽬的とする。 

 
２．運営⽅針 

（１） 事業所は､利⽤者が要介護状態になった場合においても､その利⽤者が可能な限りその居宅にお
いて､その有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるようサービスの提供を⾏う。 

（２） 事業は､利⽤者の⼼⾝の状況､その置かれている環境等に応じて､利⽤者の選択に基づき､適切な
保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から､総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して⾏う。また、医療機関への⼊院時には、利⽤者及びその家族へ担当介護⽀援専⾨員の
⽒名及び連絡先を⼊院機関に提供していただくよう依頼する。 

（３） 指定居宅介護⽀援の提供に当たっては､利⽤者の意思及び⼈格を尊重し､常に利⽤者の⽴場に⽴
って､利⽤者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類⼜は特定の居宅サービス事業者に
不当に偏することのないよう､公正中⽴に⾏う。 

（４） 事業の運営に当たっては､関係市町村､地域包括⽀援センター､他の指定居宅介護⽀援事業者､指
定居宅サービス事業者､介護保険施設等との連携に努める。 

 
３． 居宅介護⽀援事業所の概要 

（１）居宅介護⽀援事業所の指定番号及びサービス提供地域 
事 業 所 名 居宅介護⽀援センター 箕望荘 
所 在 地 ⻑崎県⼤村市池⽥ 2 丁⽬ 1163 番地 23 
介 護 保 険 指 定 番 号 ４２７０５００２７７ 
サービスを提供する地域 ⼤村市 

（２）職員体制 
   管理者 １名 
   介護⽀援専⾨員 １名以上 

 
４．職務内容 
  （１）利⽤者⼜はその家族の相談を受け、居宅サービス事業者との連絡・調整を⾏いながら居宅サービ

ス計画を作成します。 
 
５．当事業所が提供するサービスについての相談窓⼝（ご不明な点は、なんでもお尋ねください。） 
     電 話  ０９５７−２０−８８０１ 
     担 当  松尾 博之   ⽥中 紀⼦ 
 
６．営業⽇及び営業時間 

（１）営 業 ⽇ 原則毎週⽉曜⽇から⾦曜⽇までとする。ただし､盆 3 ⽇間（8⽉ 14⽇〜16 ⽇）と年末
年始5⽇間（12⽉ 30⽇〜1⽉ 3 ⽇）を除く。 

（２）営業時間 午前 8時 30 分から午後 5時 30 分までとする。ただし、24時間電話連絡対応は可能
とする。 

 
７． 指定居宅介護⽀援の提供⽅法及び内容 



 

（１） 在宅で⽣活している要介護者等が、⽇常⽣活を営むために必要な保健医療サービス⼜は福祉サ
ービスを適切に利⽤できるよう、要介護者等からの依頼を受けて､利⽤する指定居宅サービス等
の種類や内容等を定めた｢居宅サービス計画｣を作成する。 

イ） 利⽤者及びその家族は、居宅サービス計画作成にあたり複数の事業所の紹介を求める
ことができる。 

ロ） 利⽤者及びその家族は、当該事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求める
ことができる。 

（２） 居宅サービス計画原案を作成した場合は原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有
するとともに、担当者から専⾨的な⾒地から意⾒を求めるものとする。 

（３） 介護サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者やそ
の他のものとの連絡調整等の便宜の提供を⾏う。 

（４） ｢居宅サービス計画｣作成後においても利⽤者及びその家族､指定居宅サービス事業者等との連
絡・訪問等を継続的に実施することにより計画の実施状況の把握及び利⽤者についての解決す
べき課題の把握を⾏い､必要に応じて計画の変更､指定居宅サービス事業者との連絡調整その他
の便宜の提供を⾏う。 

（５） 利⽤者がその居宅において⽇常⽣活を営むことが困難になったと認める場合⼜は利⽤者が介護
保険施設等への⼊院⼜は⼊所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提
供を⾏う。 

（６） 介護保険施設等から退院⼜は退所しようとする利⽤者及びその家族から依頼があった場合には、
居宅における⽣活へ円滑に移⾏できるよう､あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を⾏
う。 

 
８． 利⽤料⾦ 

（１）利⽤料 
要介護認定を受けられた⽅は、介護保険制度から全額給付されるので⾃⼰負担はありません。 

＊ 介護保険料の滞納等により、介護保険給付⾦が直接事業所に⽀払われない場合、１ヶ⽉につ
き下記の⾦額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発⾏いたします。このサービス
提供証明書を後⽇、⼤村市に提出しますと全額払い戻しを受けられます。 
＊ 居宅介護⽀援利⽤料（⽉額） 

要介護１、要介護２      １０，８６０円 
要介護３、要介護４、要介護５ １４，１１０円 

     ＊ 各種加算（加算要件に該当する場合に算定いたします） 
      ・初回加算     ３，０００円 

（新規に居宅サービス計画書を作成した場合） 
      ・⼊院時情報連携加算（Ⅰ）２，５００円  （Ⅱ）２，０００円 （共に⽉に１回を限度） 
       （利⽤者が病院または診療所に⼊院するに当たって、その病院または診療所の職員に対し、 

利⽤者の⼼⾝状況や⽣活環境等の利⽤者にかかる必要な情報を提供した場合） 
      ・退院・退所加算（Ⅰ）イ ４，５００円 （Ⅱ）イ ６０００円 （Ⅲ）９，０００円 
              （Ⅰ）ロ ６，０００円 （Ⅱ）ロ ７５００円 
       （病院等や介護保険施設等に⼊院⼊所していた利⽤者が退院退所するに当たり、病院⼜は施 
        設等の職員と⾯談を⾏い、利⽤者に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成

しサービス調整を⾏った場合） 
      ・通院時情報連携加算（⽉額） ５００円 
       （通院時に同席し医師等⼜は⻭科医師等に必要な情報提供を⾏い、医師⼜は⻭科医師等から

利⽤者関する必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合） 
      ・緊急時等居宅カンファレンス加算  ２，０００円 （⽉に２回を限度） 
       （病院または診療所の求めにより、医師または看護師と居宅を訪問しカンファレンスを⾏い 



 

        利⽤者に必要なサービスの利⽤に関する調整を⾏った場合） 
      ・ターミナルケアマネジメント加算  ４，０００円 
       （末期の悪性腫瘍の利⽤者であって、主治医の助⾔を得つつ利⽤者の状態やサービス変更の

必要性等の把握、利⽤者への⽀援を実施した場合） 
（２）交通費 

介護⽀援専⾨員が訪問するための交通費は、運営規程で定めた通常の事業の実施地域であれば
⼀切かかりません。 
 

（３）解約料 
       お客様はいつでも契約を解約することができ、⼀切料⾦はかかりません。 
 
９． サービスの利⽤⽅法・契約の終了 
  （１）サービスの利⽤開始 

まずは、お電話等でお申し込み下さい。当事業所職員がお伺いいたします。契約を締結したのち、
サービスの提供を開始します。 

（２）利⽤者⼜はその家族は、事業者に対して⽂書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約
することができます。 

（３）事業者は、やむを得ない事情がある場合、利⽤者⼜はその家族に対して、１ヶ⽉間の予告期間を
おいて理由を⽰した⽂書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。 

（４）事業者は、利⽤者⼜はその家族が事業所や介護⽀援専⾨員に対して、この契約を継続し難いほど
の背信⾏為を⾏った場合、⽂書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。 

（５）次の事由に該当した場合は、この契約は⾃動的に終了します。 
① 利⽤者が介護保険施設等に⼊所した場合（退所後に居宅介護⽀援を希望される場合は再契約） 
② 利⽤者の要介護認定区分が、⾮該当（⾃⽴）、要⽀援と認定された場合 
③ 利⽤者が退院の⾒込がない⼊院となった場合 
④ 利⽤者が事業者の定める通常の事業の実施地域外へ転居し、事業者において指定居宅介護⽀援

の提供が困難であると⾒込まれる場合 
⑤ 利⽤者が他の指定居宅介護⽀援事業所と契約した場合 
⑥ 利⽤者が死亡した場合 

 
10．秘密保持 

（１）事業所、介護⽀援専⾨員およびその他の従事者は、サービス提供をする上で知り得た利⽤者およ
びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も
同様です。 

（２）事業所は、利⽤者⼜はその家族から予め⽂書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい
て、利⽤者の個⼈情報を⽤いません。 

（３）事業所は、利⽤者⼜はその家族から予め⽂書で同意を得ない限り、サービス担当会議等において
当該家族の個⼈情報を⽤いません。 

 
11．苦情処理 
  利⽤者に⾃ら提供した居宅介護⽀援⼜は居宅サービス計画に基づくサービス提供に対する利⽤者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応します。 
  ＊苦情処理⼿順については別紙１参照 
 
12．事故発⽣時の対応 
  利⽤者に対する居宅介護⽀援の提供により事故が発⽣した場合は速やかに市町村、利⽤者の家族等に連

絡を⾏い、必要な措置を講じます。 



 

  ＊事故発⽣時の対応については別紙２参照 
 
13. 虐待防⽌に関する事項 

事業所は、利⽤者の⼈権の擁護・虐待等の防⽌のため次の措置を講ずるものとする。 
（１）虐待を防⽌するための従業者に対する研修の実施 
（２）利⽤者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
（３）その他虐待防⽌のために必要な措置  

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者⼜は養護者（利⽤者の家族等⾼齢者を現に養護する
者）等による虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも
のとする。 

 
14. 当事業所の居宅サービス計画書の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉⽤具貸与の利⽤状況

は別紙３の通りである。 
 
 
 
 
 
 
居宅介護⽀援の提供開始にあたり利⽤者に対して契約書及び本書⾯に基づいて重要な事項を説明しました。 
 
 
             ＜事業者名＞ 社会福祉法⼈ 翔寿会 
             ＜所 在 地＞ ⻑崎県⼤村市池⽥２丁⽬１１６３番地２３ 
             ＜事業所名＞ 居宅介護⽀援センター 箕望荘 
             ＜代 表 者＞ 松 尾  正 ⼈ ㊞ 
 
 
 私は、契約書及び本書⾯により、事業所から居宅介護⽀援についての重要事項の説明を受け同意しました。 
 
 
   令和   年   ⽉   ⽇ 
 

 利 ⽤ 者 
           ＜住  所＞                      
 
           ＜⽒  名＞                    ㊞ 
 

   代 筆 者 
           ＜住  所＞                      
 
           ＜⽒  名＞                      
 

        代 理 ⼈ 
           ＜住  所＞                      
 
           ＜⽒  名＞             続柄     ㊞ 



 

 
   ＊本⼈の意向で家族や他者が代筆する場合は利⽤者の印あり。代筆者の印なし。 
   ＊本⼈の代わりに家族や他者が代理として契約する場合は本⼈の印なし。代理⼈の印あり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


